
第
６
回
安
全
安
心
ア
カ
デ
ミ
ー

　

第
６
回
の
安
心
安
全
ア
カ
デ
ミ
ー
が
森
吉
支
所
を

会
場
に
行
わ
れ
、
災
害
時
に
迅
速
か
つ
円
滑
な
災
害

応
急
対
策
活
動
が
で
き
る
よ
う
訓
練
を
受
け
ま
し
た
。 

　

訓
練
に
は
ア
カ
デ
ミ
ー
受
講
者
の
一
般
市
民
な
ど

約
70
人
が
参
加
し
行
わ
れ
、
体
験
型
防
災
訓
練
で
は
、

森
吉
支
所
内
の
消
防
用
施
設
等
設
置
状
況
を
視
察
し

そ
れ
ぞ
れ
の
使
い
方
な
ど
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　

通
報
訓
練
で
は
実
際
に
１
１
９
番
通
報
を
参
加
者

が
実
践
。
緊
張
し
な
が
ら
と
あ
っ
て
、
思
う
よ
う
に

伝
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
面
も
見
受
け
ら
れ
た
ほ

か
、
避
難
訓
練
で
は
実
際
に
煙
の
中
を
歩
き
前
が
見

え
ず
ぶ
つ
か
る
人
や
転
ぶ
人
な
ど
も
。
初
期
消
火
訓

練
、
救
急
救
助
訓
練
を
行
っ
た
後
、
合
同
消
火
訓
練

で
森
吉
支
所
か
ら
火
災
が
発
生
し
た
と
想
定
し
、
通

報
か
ら
消
火
ま
で
の
一
連
の
流
れ
を
実
践
し
ま
し
た
。

有
事
に
備
え
体
験
型
防
災
訓
練 通報訓練で１１９番通報をする参加者

20キロ入りポリタンク25個分が運搬されました

霊
峰
森
吉
山
を
後
世
に
残
し
た
い

　

北
秋
田
市
自
然
美
化
運
動
自
主
事
業
の
一
環
と
し

て
10
月
30
日
、
「
森
吉
山
清
掃
登
山
」
が
山
岳
会
等

各
種
団
体
か
ら
約
30
名
が
参
加
し
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
日
は
ゴ
ン
ド
ラ
山
頂
駅
舎
か
ら
山
頂
・
森
吉

山
避
難
小
屋
間
を
重
点
的
に
清
掃
と
山
道
の
整
備
・

森
吉
山
避
難
小
屋
の
ト
イ
レ
の
汚
水
の
汲
み
下
ろ
し

作
業
等
が
行
わ
れ
、
参
加
者
は
決
壊
し
た
山
道
を
修

復
し
た
り
、
避
難
小
屋
か
ら
山
頂
駅
舎
ま
で
往
復
約

35
分
程
の
区
間
を
20
キ
ロ
入
り
の
ポ
リ
タ
ン
ク
に
汲

み
取
り
し
た
物
を
背
負
い
汗
だ
く
に
な
り
な
が
ら
運

搬
作
業
を
行
い
ま
し
た
。 

　

参
加
し
た
人
た
ち
に
は
、
こ
の
自
然
の
素
晴
ら
し

い
霊
峰
森
吉
山
を
後
世
に
残
し
た
い
と
い
う
強
い
思

い
が
作
業
す
る
中
に
も
現
れ
て
い
ま
し
た
。

森
吉
山
清
掃
登
山

　

長
期
山
村
留
学
「
ま
と
び
学
園
」
の
収
穫
祭
が
10

月
28
日
、
学
童
研
修
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
、
同
学
園

で
育
て
た
米
や
野
菜
の
収
穫
を
喜
び
合
い
、
自
然
の

恵
み
に
感
謝
し
ま
し
た
。

　

収
穫
祭
で
は
、
学
園
生
７
人
を
は
じ
め
、
地
元
の

小
学
生
や
、
受
け
入
れ
農
家
、
地
域
の
方
、
学
園
生

の
父
母
ら
と
一
緒
に｢
千
歯
こ
ぎ｣

や｢

足
ふ
み
脱
穀

機｣
｢

唐
箕｣

な
ど
昔
の
農
機
具
を
使
っ
た
農
作
業
に

挑
戦
し
ま
し
た
。

　

お
昼
は
収
穫
し
た
新
米
を
使
っ
た
カ
レ
ー
ラ
イ
ス

を
食
べ
、
午
後
か
ら
、
山
村
留
学
体
験
発
表
が
行
わ

れ
、
学
園
で
の
活
動
発
表
や
受
け
入
れ
農
家
で
の
体

験
な
ど
自
分
の
興
味
関
心
が
あ
っ
た
も
の
を
個
人
研

究
と
し
て
発
表
し
ま
し
た
。

昔
の
農
機
具
で
先
人
の
知
恵
を
体
験

ま
と
び
学
園
収
穫
祭

昔の農機具で農作業に挑戦するまとび学園の児童たち

と
う
み

せ
ん
ば
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農業所得簡易計算（農業所得標準）で

      申告をされている皆様へ

平成19年分から（申告は平成20年２月～３月）、

農業所得簡易計算（農業所得標準）が廃止されます！

 ※農業所得簡易計算の廃止に伴い、農産物の家事消費等の目安となる金額についても、平成19年分から廃止されます。

 今後は、すべて

収支計算

 による申告が必要となります

領
収
書

　収入や軽費の金額が分か

る書類をきちんと保存し、

記録することが必要です。

◎収支計算とは

　　農業所得の計算は、他の事業所得と同様に、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額

を算定する収支計算が原則です。

◎収支計算を行うには

　収入金額の分かる書類と必要経費の分かる書類から日々記録し、それを科目（収入、肥料費、

農薬費など）ごとに１年間の集計を行い、これらに関する書類を保存する必要があります。

◎保存する書類（平成19年1月分から保存します）

<収入金額の分かる書類>‥‥‥出荷伝票、納品書（控）、仕切り書など

<必要経費の分かる書類>‥‥‥請求書、納品書、領収書など

　

　　このほかに、販売代金の入金や肥料代金などが引き落とされる

　口座の通帳や、農産物の出荷や購買代金の明細書なども必要です。

－ ＝収入金額 必要経費 所得金額

 「収支計算説明会」が開催されます。ご参加ください

※はじめて収支計算をする方でなくても参加できます。

日　時 　 １２月２１日 （木）　午後１時３０分

会　場 　 北秋田市中央公民館　３階

主　催 　 大館税務署・鷹巣町農業協同組合・あきた北央農業協同組合・北秋田市

講　師　　東北税理士会大館支部
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